
                    

 

 

 
               

 

 

富田林市では、「富田林市こどもの権利条例」の制定に向けた取り組みが進んでいます。

本校では、その取り組みの一環として６月２０日（金）の生徒集会で、生徒会メンバーが

考える「大切だと思う子どもの権利」の発表を行いました。ここでは、その一部を紹介し

ます。（国連による「子どもの権利条約」の第１条～第 42条の中から選ばれたものです） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発表では、これまでに学んできたことを振り返りながら、「どうあるべきか」「どうすれ

ばよいか」について考えたり、それぞれの権利を自分に関係のある問題（＝自分事）とし

て捉え、考えたりする様子がみられました。生徒集会の後には、全校生徒を対象にアンケ

ートも行い、それぞれが「大切だと思う権利」について考える機会としました。 

この機会に、自分の権利だけでなく、周りの人の権利を守るためには「どうするべき

か」についても、ぜひ考えてみてください。そして、そこからの気づきを日々の行動につ

なげていきましょう！ 

令和７年７月号             発行責任者 校長 西岡 隆 
寺池台一丁目１番１号   0721-29-1404        http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/kongo/ 

～ こどもの権利 ～ 

この条約は私たち学生にも言えることなの

で、学校内でのいじめや嫌がらせにもつな

がってくると思いました。 

なので、この条約について皆さんに知って

もらい学校内でのいじめや嫌がらせをなく

せたら良いなと思いました。 

第２条【差別の禁止】 
すべての子どもは、みんな平等にこの条約
にある権利をもっています。こどもは、国の
ちがいや、性のちがい、どのようなことばを
使うか、どんな宗教を信じているか、どんな
意見をもっているか、心やからだに障がい
があるかないか、お金持であるかないか、親
がどういう人であるか、などによって差別
されません。 
 
第６条【生きる権利・育つ権利】 
すべての子どもは、生きる権利・育つ権利を
持っています。 
これは、子どもが生命を奪われたり、そし
て、あらゆる脅威から保護され、心身ともに
健やかに成長できる環境が保障されなけれ
ばならないことを意味します。 
 

私は、この権利はとても大切だなと思いまし
た。でも、子供だけでなく、大人や高齢者な
ど、全ての人達がこの権利を持ってほしいな
と思いました。 
みんなは絶対、生きる意味や希望などがあ
り、この世にいるんだと思います。なので、
これからも大切にしていきたいです。 

第 38条【戦争からの保護】 
国は、15 歳にならない子どもを軍隊に参加
させないようにします。また、戦争にまきこ
まれた子どもを守るために、できることは
すべてしなければなりません。 

私たち金剛中学校の 3 年生は、修学旅行で
沖縄に行き、沖縄戦について学んできまし
た。そこで、実際に戦争を経験した人たちに
は及ばずとも戦争の辛さや恐ろしさについ
て学び、平和の重要さや大切さについて知
ることができました。 
沖縄戦ではたくさんの子供達の命も犠牲に
なりました。だから、この条約は絶対に守ら
なければいけないし、わたしたちで戦争の無
い世の中を作っていかなければならないと
思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月の行事予定 ８月の行事予定

日 曜 給食 部活 行　　事 日 曜 給食部活 行　　事

1 火 ○ ○ 1 金

2 水 ○ ○ 〈45分×6〉　放：カウンセリング④ 2 土

3 木 ○ ○ 〈45分×6〉　放：カウンセリング⑤ 3 日

4 金 ○ ○
〈45分×6〉　放：カウンセリング⑥

6限:2年がん教育
4 月

5 土 5 火

6 日 6 水 × ×
AM:平和登校日，パートリーダー講習

PM:校内研修

7 月 ○ ×
1･2限：ネットトラブル防止教室（篠原さん講演）

会議日
7 木

8 火 ○ ×
〈45分×6〉　放：委員会活動

3限:1年歯科保健指導
8 金

9 水 ○ ○ 9 土

10 木 × ○
〈45分×4〉木1～4

期末懇談①
10 日

11 金 × ○
〈45分×4〉金1～4

期末懇談②
11 月 山の日

12 土 12 火

13 日 13 水 学校閉庁日

14 月 × ○
〈45分×4〉B水12Ａ金56

期末懇談③
14 木 学校閉庁日

15 火 × ○
〈45分×4〉火3～6

期末懇談④
15 金 学校閉庁日

16 水 × ○
〈45分×4〉水3～6

期末懇談⑤
16 土

17 木 × ×
火12特（学年集会）＋大掃除

会議日
17 日

18 金 ×
15:00

開門 終業式・職員打合せ　　＊部活再登校 18 月

19 土 19 火

20 日 20 水

21 月 海の日 21 木

22 火 補充学習 22 金

23 水 補充学習 23 土

24 木 補充学習 24 日

25 金 25 月

26 土 26 火

27 日 27 水

28 月 28 木

29 火 校内研修（終日） 29 金 × ×
始業式　　放：保体委員会

会議日

30 水 30 土

31 木 31 日

  9月２日（火）3年チャレンジテスト、1・2年実力テスト

１０月３日（金）金剛祭・体育祭

みなさんが考えてくれた「こどもの権利」のことについて、生徒会メンバーがとりまとめ、7/14(月)に開催 

される生徒会サミットで発表してくれます。また、富田林市では、こどもの権利条例の制定に向け、「こども 

の権利条例いっしょに作ってみない会？」を開催予定です。詳しくはこちらからご覧ください →→→→ 

２年生ベル着の取り組み 
 

チャイムが鳴る約１分前の２年

生の廊下の様子です。先生以外

は、みんな、教室に入っていま

す。２年生全員が、とてもよく

頑張っています！！ 


